
 

 

土 地 売 買 契 約 書（案） 

 

 

 売主 狭山市（以下「甲」という。）と買主      （以下「乙」という。）

との間において、次の条項により土地の売買契約を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、その所有する次の表示の土地（以下「この土地」という。）を現

状有姿のまま乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。 

所在地 地目 地積（㎡） 

狭山市富士見１丁目２９１４番３ 宅 地 713.70 

狭山市富士見１丁目２９１７番１４ 宅 地 122.48 

狭山市富士見１丁目２９１８番３ 宅 地 423.70 

狭山市富士見１丁目２９１８番２６ 宅 地  11.67 

２ この契約は公簿取引とし、実測面積との間に差異が生じても互いに異議を

申し立てないとともに、売買代金の増減を請求しないものとする。 

 

（売買代金） 

第３条 この土地の売買代金は、        円とする。 

 

（契約保証金） 

第４条 この土地の売買に関する契約保証金は、        円とする。 

 

（契約保証金の納入） 

第５条 乙は、この契約締結と同時に前条に定める契約保証金を甲に納付しな

ければならない。この契約保証金は、入札保証金を充当するものとする。 

２ 前項の契約保証金には、利息は付さない。 

 

（契約保証金の帰属） 

第６条 甲が、第１５条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、前条

第１項の規定により納入した契約保証金は、甲に帰属し返還しない。 

 

（売買代金の納入） 

第７条 乙は、第３条に定める売買代金と第４条に定める契約保証金との差額



 

 

を令和  年  月  日までに、甲の発行する納入通知書により、甲の指

定する金融機関に納入するものとする。 

２ 甲は、乙が前項に定める義務を履行したときは、契約保証金を売買代金に

充当するものとする。 

 

（所有権の移転及び物件の引渡し） 

第８条 この土地の所有権は、乙が売買代金を完納したときに、乙に移転する

ものとする。 

２ この土地は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、乙に対し現

状のまま引渡しがあったものとする。 

 

（所有権の移転登記） 

第９条 乙は、前条第１項の規定によりこの土地の所有権が移転した後、速や

かに甲に対し所有権の移転登記を請求するものとし、甲は、その請求により

遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項の所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（契約不適合責任） 

第１０条 乙は、引き渡された売買物件が種類、品質（地中埋設物、土壌汚染、

越境工作物等を含む。）、数量、その他契約の内容に適合しないことを理由と

して、甲に対して履行の追完、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の

解除をすることができない。 

 

（境界の疑義） 

第１１条 乙は、売買物件の引渡しを受けた後、売買物件の境界について第三

者との間に疑義が生じたときは、乙の責任において処理するものとする。 

 

（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１２条 乙は、契約締結の日から５年を経過するまでの間、風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第

１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に使用

してはならない。 

２ 乙は、この契約締結の日から、暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団その他反社会

的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反す

る用途に使用してはならない。  

 

（実地調査等） 

第１３条 甲は、前条に定める内容に関し、必要があると認めるときは、乙に

対し、質問し、立入調査を行い、帳簿、書類、その他の物件を調査し、又は



 

 

参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、この土地について前条に定める内容に関

し、その事実を証する書類その他の資料を添えて、この土地の利用状況等を

直ちに甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく前２項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、

又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第１４条 乙は、第１２条に違反した場合は売買代金の１００分の３０、前条

に違反した場合は売買代金の１００分の１０を違約金として、甲に支払わな

ければならない。 

 

（契約の解除等） 

第１５条 甲は、乙について、次の各号のいずれかに該当すると甲が認めると

きは、催促を要しないでこの契約を解除することができる。 

(1) 納入期日までに売買代金を完納しないとき。 

(2) 偽りその他不正な行為があったとき。 

(3) 第８条に定める土地の引渡しの日までに、この契約に違反したとき。  

(4) 第１２条の定めに違反したとき。  

(5) その他この契約に違反したとき。 

２ 前項の規定により、甲が、この契約を解除した場合は、次の各号によるも

のとする。 

(1) 甲は、既納の売買代金に利息を付さないで乙に返還するものとする。た

だし、第７条第２項の規定による契約保証金の充当がなされたときは、そ

の相当額を既納の売買代金から差し引いたうえ、残額を返還するものとす

る。 

(2) 前号以外の乙が負担した契約費用及びこの土地に支出した必要費、有益

費その他一切の費用は、返還しないものとする。 

 

（原状回復の義務） 

第１６条 前条第１項の規定により、甲がこの契約を解除し、又はこの土地を

買い戻したときは、乙は、自己の費用と責任において、この土地を原状に回

復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が原状

に復することを必要としないと認めるときは、この限りではない。 

 

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１５条第２項第１号の規定により、売買代金を返還する場

合において、乙が甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と相

殺することができるものとする。 

 



 

 

（公租公課） 

第１８条 この土地に対して賦課される公租公課で、乙を義務者として課され

るものについては、乙の負担とする。 

 

（契約の費用） 

第１９条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、乙の負担

とする。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２０条 乙は、土地引渡し以後においては、十分な注意をもって土地を管理

し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２１条 この契約から生じる一切の訴えについては、さいたま地方裁判所川

越支部をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第２２条 この契約において疑義が生じたときは甲乙協議のうえ定めるものと

する。 

 

 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の

うえ、各自その１通を保有するものとする。 

 

 

   令和   年  月  日 

 

 

          甲    住 所  狭山市入間川１丁目２３番５号 

 

               氏 名  狭 山 市 

                    狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

          乙    住 所 

 

               氏 名 

 


